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（５） 地域力戦略 

大都市が国際競争力を持ち、地方では個性ある発展を遂げるよう、

各地域の潜在的な経済力を最大限に発揮させ、知恵と工夫の競争に

より地域経済を活性化する。このためには、国と地方の役割分担を

見直し、地方でできることは地方にまかせることが重要である。 

 
（構造改革特区の導入等） 

進展の遅い分野の規制改革を地域の自発性を最大限尊重する形で

進めるため、「構造改革特区」の導入を図る。こうした地域限定の構

造改革を行うことで、地域の特性が顕在化したり、特定地域に新た

な産業が集積するなど、地域の活性化にもつながる。構造改革特区

については、多くの府省に関係する新たな手法の施策でもあり、内

閣官房に推進のための組織を設け、総合規制改革会議等の意見を聴

きつつ、地方公共団体の具体的な提案等を踏まえて制度改革の内容

等の具体化を推進する。  

 


